
 

新宮市告示第14号 

 

 

新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

 

令和６年３月14日 

 

新宮市長 田岡 実千年 

 

 

※ 詳細については、新宮市役所受付、熊野川行政局受付、三輪崎支所受付、高田支所  

受付において縦覧に供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年新宮市告示第75号)の一

部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が

引かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

(実績報告) (実績報告) 

第10条 交付決定者は、補助金に係る事業の完了後１か月を

経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日

までに実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 

第10条 交付決定者は、補助金に係る事業の完了後１か月を

経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日ま

でに実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

(１)～(12) (略) (１)～(12) (略) 

 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。



 

様式第１号(第７条関係) 
 

補 助 金 交 付 申 請 書 
 

 年  月  日 
(あて先) 
 新宮市長 

【申請者】 住所  

 

氏名  
 

    年度において合併処理浄化槽を設置したいので、新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱第７条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。 
 

記 
 

１ 設 置 場 所   
 

２ 交付申請金額  金           円 

          (うち、既存単独処理浄化槽又は汲取り便槽撤去費 金        円) 

          (うち、合併処理浄化槽への転換に伴う配管工事費 金        円) 

          （うち、既存単独処理浄化槽の雨水再利用転換費  金        円） 
 
３ 住宅の所有者  １ 本人  ２ 共有(  人)  ３ その他(        ) 
 
４ 事業着工予定       年  月  日 
 
５ 事業完了予定       年  月  日 
 

６ 住宅の種類  １ 住宅延べ面積       ㎡ 

２ 店舗等住宅    住居部分面積      ㎡ 

            (     ㎡)  その他の面積      ㎡ 
 
７ 設 置 区 分  １ 新築 
 
          ２ 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換 (単独処理浄化槽の撤去 有・無 ) 
 
          ３ 汲取り便槽から合併浄化槽への転換 (汲取り便槽の撤去 有・無 ) 
 
          ４ 単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用 ( 有・無 ） 
 
          ５ その他(                )  
 
８ 添 付 書 類 
 

(１) 和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づき新宮市長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書
の受理書(補助金申請用) 

  添付図書 
  ①指定検査機関への法第７条及び法第11条に規定する検査の申込みであることを証する書面 
  ②適正な保守点検、清掃の実施、法定検査受検等を遵守することを誓約する書面 
  ③浄化槽容量算定基準表及び汚水量計算書 
  ④付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。又は地図

のコピーに申請場所、放流経路及び放流先を赤線で明示したもの。) 
 ⑤配置図(導入、放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。) 

  ⑥建築物平面図 
  ⑦浄化槽認定シート 

(２) 浄化槽工事見積書(既存単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去が伴う場合は、配管工事及び撤去費用が
確認できるもの) 

(３) 登録証(全浄協) 
 (４) 登録浄化槽管理票(Ｃ票) 
 (５) 市町村税の完納(納税)証明書 
 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
備考：「７ 設置区分」欄の１又は５に該当する合併浄化槽の設置に関しては、一部補助対象とならない場合

がございますので、事前にご相談下さい。



 

様式第２号(第８条関係) 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書                

第    号 

 

          様 

 

    年  月  日付けで申請のあった新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、

下記により決定する。 

 

        年  月  日 

新宮市長          

 

記 
 

 １ 決定金額  金          円 

 ２ 交付条件 

(１) 補助対象者は、当該年度の３月３１日までに補助事業を完了しなければならない。ただし、補

助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市

長に報告してその指示を受けなければならない。 

(２) 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由その他必要な事項を速やかに

市長に報告し、承認を受けなければならない。 

   ア 補助事象の内容を変更しようとするとき。 

   イ 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。 

 ３ 状況報告 

補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し、市長の要求があったときは、直ちに市長に報告しな

ければならない。 

 ４ 実績報告 

補助対象者は、補助金に係る事業完了後１か月を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれ

か早い日までに実績報告書を提出しなければならない。 

 ５ 補助金の確定等 

市長は、４の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定内

容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付する補助金の額を確定し通知するものとす

る。 

 ６ 補助金の交付等 

   補助金は、５の規定による補助金の額を確定後、その全額を交付する。 

 

 



 

 

 様式第４号中「交付決定者」を「【交付決定者】」に改める。 

 

様式第５号及び様式第７号を次のように改める。



 

様式第５号(第10条関係) 
 

実  績  報  告  書 
 

  年  月  日 

(あて先) 

 新宮市長 

【交付決定者】 住所             

氏名             

 

    年  月  日付け第    号で補助金の交付決定を受けた合併処理浄化槽設置整備事業が

完了したので下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 交付決定額   金         円 

 

 ２ 事 業 着 工      年   月   日 

 

 ３ 事 業 完 了      年   月   日 

 

 ４ 添 付 書 類 

  (１) 和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づき市長の受理を受けた浄化槽設置完了届(補助金申請用) 

  (２) 浄化槽工事自主検査チェック票 

  (３) 浄化槽保守点検事業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し 

  (４) 工事費請求書又は領収書の写し(既存単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去もしくは、単独処

理浄化槽の転換再利用が伴う場合は、配管工事及び撤去費用が確認できるもの) 

  (５) 住民票の写し 

  (６) 工事工程のわかる写真 

  (７) 保証登録証 

  (８) 配管工事を行う場合は、配管工事に係る工事写真(工事前、工事中及び工事後が写真により確

認できること。) 

  (９) 指定検査機関への法第11条に規定する検査の契約を締結していることを証する書面 

  (10) 既存単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去が伴う場合は、撤去に係る工事写真(着工前並び 

に清掃、撤去及び処分の実施が写真により確認できること。)、産業廃棄物管理票(マニフェス

ト)Ｅ票の写し及び当該既存単独処理浄化槽に係る浄化槽使用廃止届出書の写し 

  (11) 既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽へ転換する場合は、転換工事に係る写真 

  (12) その他市長が必要と認める書類(              ) 

 



 

様式第７号（第 12条関係） 

 

補 助 金 交 付 請 求 書               補助金交付請求書 

 

 

     請求金額  金          円 

 

 

ただし、    年  月  日付け第    号で金額の確定のあった新宮市合併処理浄化槽設置整

備事業補助金を、下記のとおり請求します。なお、補助金は、下記の口座へ振り込み願います。 

 

年  月  日 

 

（あて先） 

新宮市長 

 

【交付決定者】 住所             

 

氏名          印  

 

振込銀行名 預金種別 口座番号 

      銀行      支店 普通・当座  

口 座 名 義 人 

〔フリガナ〕   

         

 

 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日前に申請した場合の実績報告書の取扱いについては、この告示に

よる改正後の新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第10条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 


